
 
岸和田市自治基本条例 

 
逐条解説（一部抜粋） 

 
 

 
第８章 国、大阪府、他の地方公共団体及び関係機関との関係 

 （国及び大阪府との関係） 
第30条 市は、国及び大阪府と対等の関係にあることを踏まえ、適切な役割分担を行い、自立した
地方自治を確立するよう努める。 

 

 
【解説】 
 まず、国や大阪府とは上下関係ではなく、対等の関係ということを明記して、適切な役割分担を行
うことで、自立した地方自治を確立しよう、という規定です。 
 
 

※ 平成 16年 12月 10日公布 
※ 平成 17年８月１日から施行 
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